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平成２５年（厚）第７８１号

平成２６年１月３１日

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載

の原処分の取消しを求めるということであ

る。

第２　再審査請求の経過

１　請求人の配偶者であった利害関係人

は、平成○年○月○日（受付）、厚生労

働大臣から事務の委任を受けた日本年

金機構（以下「機構」という。）に対し、

標準報酬改定請求書（離婚時の年金分割

の請求書）を提出し、標準報酬の改定及

び決定の請求（以下「本件改定請求」と

いう。）をした。

２　機構は、平成○年○月○日付で、請求

人に対し、標準報酬改定通知書（厚生年

金保険制度）（第３号被保険者期間に係

る年金分割のお知らせ）により、標準報

酬改定年月日を平成○年○月○日とし

て、平成○年○月から平成○年○月まで

の期間に係る同人の標準報酬月額及び

標準賞与額を改定及び決定する旨の処分

（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○厚

生局社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求をし

た。

その不服の理由は、再審査請求書の「再

審査請求の趣旨及び理由」欄よりそのま

ま掲記すると、次のとおりである。

標準報酬改定の取り消しを求めます。

前回提出の公正証書添付します。

第６条（清算条項）により、本公正証

書に定めるほか、何らの債権債務のな

いことを相互に確認しております。

年金も債権の一部と考えられますので

再審査願います。

第３　問題点

１　厚生年金保険法（以下「法」という。）

第７８条の１４第１項は、被保険者（被

保険者であった者を含む。以下「特定被

保険者」という。）が被保険者であった

期間中に被扶養配偶者を有する場合にお

いて、当該特定被保険者の被扶養配偶者

は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の

取消しをしたときは、厚生労働大臣に対

し、特定期間（当該特定被保険者が被保

険者であった期間であり、かつ、その被

扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者

として国民年金法第７条第１項第３号に

規定する第３号被保険者であった期間を

いう。以下「特定期間」という。）に係

る被保険者期間の標準報酬（特定被保険

者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。）

の改定及び決定を請求することができる

旨規定し、同条第２項は、厚生労働大臣

は、前項の請求があった場合において、

特定期間に係る被保険者期間の各月ごと

に、当該特定被保険者及び被扶養配偶者

の標準報酬月額を当該特定被保険者の標

準報酬月額に２分の１を乗じて得た額に

それぞれ改定し、及び決定することがで

きる旨規定し、同条第３項は、厚生労働

大臣は、第１項の請求があった場合にお

いて、当該特定被保険者が標準賞与額を

有する特定期間に係る被保険者期間の各

月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養

配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者

の標準賞与額に２分の１を乗じて得た額

にそれぞれ改定し、及び決定することが

できる旨規定している。

国民年金法等の一部を改正する法律

（平成１６年法律第１０４号。以下「平

成１６年改正法」という。）附則第４９

条は、平成２０年４月１日前の期間につ

いては、特定期間に算入しない旨規定し

ている。

なお、上記についての厚生労働大臣

の権限に関する事務は、機構に委任され

ている（法第１００条の４第１項第２５

号）。

２　本件における問題点は、前記記載の関
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係法令の規定に照らし、原処分が適法か

つ妥当かどうかということである。

第４　当審査会の判断

１　「略」

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問

題点について検討し、判断する。

（1）　請求人と利害関係人は、平成○年

○月○日に前記記載の公正証書を作成

し、協議離婚したと認められるところ、

利害関係人から法第７８条の１４第１

項の規定に基づく本件改定請求（以下

「３号分割請求」という。）がなされた

ことを受け、保険者が原処分をしたも

のである。そうして、３号分割請求は、

特定被保険者（本件においては請求人）

の被扶養配偶者（本件においては利害

関係人）が、当該特定被保険者との特

段の合意なしに請求でき、当該請求が

あった場合においては、平成２０年４

月１日以後の特定期間に係る被保険者

期間の各月ごとに、当該特定被保険者

及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び

標準賞与額は、それぞれ当該特定被保

険者の標準報酬月額及び標準賞与額に

２分の１を乗じて得た額に改定され、

及び決定される、という特徴があり、

仮に請求すべき按分割合が定まってい

なくても、また、請求すべき按分割合

が５０％以外の数値で定まっていたと

しても、これとは無関係に、特定被保

険者の標準報酬月額及び標準賞与額が

同人と被扶養配偶者とに同額で分割さ

れる仕組みとなっているところ、原処

分は、平成○年○月から平成○年○月

までの期間（利害関係人の第３号被保

険者期間であって、かつ、特定期間）

の各月ごとに、請求人及び利害関係人

の標準報酬月額及び標準賞与額が、そ

れぞれ請求人の標準報酬月額及び標準

賞与額に２分の１を乗じて得た額に改

定及び決定したものであって、原処分

は、法第７８条の１４第１項ないし第

３項及び平成１６年改正法附則第４９

条の規定に則って適法になされている

と認められる。

（2）　請求人は、利害関係人が公正証書

に反した３号分割請求をしているから

原処分は取り消されるべきである旨主

張するのであるが、法第７８条の１４

の規定に基づく被扶養配偶者の厚生労

働大臣に対する標準報酬月額等の改定

及び決定を求める権利は、同条所定の

要件を満たすことによって法律上当然

に被扶養配偶者の厚生労働大臣に対す

る権利として認められたものと解され

るのであり、離婚当事者間の債権債務

関係に属するものではなく、もとより

離婚当事者の合意によってその権利の

発生を妨げることはできず、また当該

権利の行使を制限することもできない

というべきである。仮に、離婚当事者

間でその権利に関して何らかの合意を

したとしても、それによって関係法令

の定めに則ってなされた原処分の適法

性に影響を与えるものではない。

（3）　そうすると、原処分は適法であり、

本件再審査請求は理由がないので、こ

れを棄却することとし、主文のとおり

裁決する。
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